


Ⅲ　働いているときに（働くときのルール）
８　高年齢者雇用安定法について

１．65歳までの雇用機会の確保
(1)60歳以上定年（高年齢者雇用安定法第8条）
従業員の定年を定める場合は、その定年年齢は60歳以上とする必要があります。
(2)高年齢者雇用確保措置
定年年齢を65歳未満に定めている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、「65歳までの定年の引上げ」「65歳までの継続雇用制度の導入」「定年の廃止」のいずれかの措置（高年齢者雇用確保措置）を実施する必要があります。（高年齢者雇用安定法第9条）
「継続雇用制度」とは、雇用している高年齢者を、本人が希望すれば定年後も引き続いて雇用する、「再雇用制度」などの制度をいいます。この制度の対象者は、以前は労使協定で定めた基準によって限定することが認められていましたが、高年齢者雇用安定法の改正により、平成25年度以降、希望者全員を対象とすることが必要となっています。
なお、継続雇用先は自社のみならずグループ会社とすることも認められています。

２．70歳までの就業機会の確保（令和３年４月１日施行 ）
高年齢者就業確保措置
定年年齢を65歳以上70歳未満に定めている事業主又は継続雇用制度（70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。）を導入している事業主は以下のいずれかの措置を講ずるよう努める必要があります。（高年齢者雇用安定法第10条の２）
※ただし、創業支援等措置（4.5）については過半数組合・過半数代表者の同意を得て導入。
1. 70歳まで定年年齢を引き上げ
2. 70歳までの継続雇用制度（再雇用制度・勤務延長制度等）を導入（他の事業主によるものを含む）
3. 定年制を廃止
4. 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
5. 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
   　　　a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
   　　　b.事業主が委託、出資（資金提供）等する団体が行う社会貢献事業

３．中高年齢離職者に対する再就職の援助
(1)中高年齢者の再就職援助（高年齢者雇用安定法第15条）
事業主は、解雇等により離職が予定されている45歳以上70歳未満の従業員が希望するときは、求人の開拓など本人の再就職の援助に関し必要な措置を実施するよう努める必要があります。
(2)求職活動支援書の交付（高年齢者雇用安定法第17条）
事業主は、解雇等により離職が予定されている45歳以上70歳未満の従業員が希望するときは、「求職活動支援書」を作成し、本人に交付する必要があります。
４．高年齢者雇用に関する届出
(1)高年齢者雇用状況等報告（高年齢者雇用安定法52条第1項）
事業主は、毎年6月1日現在の高年齢者の雇用に関する状況（高年齢者雇用状況等報告）をハローワークに報告する必要があります。
(2)多数離職届（高年齢者雇用安定法第16条）
事業主は、1カ月以内の期間に45歳以上70歳未満の者のうち5人以上を解雇等により離職させる場合は、あらかじめ、「多数離職届」をハローワークに提出する必要があります。

【問合せ先】
・山梨労働局職業安定部職業対策課【高齢者関係】　　℡０５５-２２５-２８５８
・ハローワーク甲府（甲府公共職業安定所）　　℡０５５-2３２-６０６０【事業所部門３１♯】

９　労使間でトラブルが起こったら
解雇、賃金の引下げ、配置転換等職場で起こる労使間のトラブルには、最終的な解決手段として
裁判制度がありますが、これには長い時間と多くの費用がかかってしまいます。
裁判で争う前に、簡易、迅速、無料で、早期解決をサポートする「個別労働紛争解決制度」があります。これは、次の4つの制度からなっています。

○ 個別労働紛争解決制度
　(1)　総合労働相談コーナー
労働問題に関する法令や判例等の情報提供、専門家による相談を実施して、紛争に発展することを未然に防止し、早期に解決することに繋げています。
山梨労働局、労働基準監督署に「総合労働相談コーナー」を設置して、情報提供・相談業務を行っています。
　(2)　山梨労働局長による助言・指導
山梨労働局長が紛争当事者に対し、その紛争の問題点を指摘し、解決の方向を示すことにより、紛争当事者の自主的な紛争解決を促進します。対象となる紛争
　　・解雇　・出向　・雇止め　・労働条件の不利益変更（賃金の引下げ等）　
・事業主によるいじめ、嫌がらせ　・会社分割による労働契約の承継
　　・同業他社への就業禁止　等


(3)　紛争調整委員会によるあっせん
　 〇あっせんとは・・・
　　　紛争当事者間の調整を行い、話し合いを促進することにより、紛争の解決を図る制度です。
公平・中立な第三者として紛争調整委員会が入り、双方の主張の要点を確かめます。双方から求められた場合には、両者に対して具体的なあっせん案を提示します。
　 〇紛争調整委員会とは・・・
弁護士・大学教授・社会保険労務士等の労働問題の専門家により組織された委員会で、
都道府県労働局ごとに設置されています。

(4)　山梨県労働委員会によるあっせん　　　　　　　　　　　　　　　　　【問合せ：相談窓口　P58】
〇労働委員会とは
弁護士・大学教授・社会保険労務士・公認会計士等の公益を代表する公益委員、労働組合の役員等労働者を代表する労働者委員、会社経営者・経営者団体の役員等使用者を代表する使用者委員で構成される合議制の行政機関で、国と各都道府県に設置されています。
〇あっせん
紛争当事者間の調整を行い、話し合いを促進することにより、紛争の解決を図る制度です。山梨県労働委員会の公益委員、労働者委員、使用者委員の各立場から選ばれた3名のあっせん員が間に入り、双方の主張の要点を確かめ、合意形成が可能な場合は、あっせん案を提示します。

※なお、労働者がこれらの制度を利用したことを理由として、事業主が労働者に対して不利益な取扱いをすることは法律で禁止されています。
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